
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 月 行 政 区 行 事 

行 政 区 日 内 容 ・ 場 所 

折地作出 毎月 15日に配布される行政区行事予定表を確認してください 

古 島 

８月は老松神社お籠りの月 

８日（日）    ８：３０～ 環境保全共同作業活動  

２９日（月）    ８：００ 古島公民館の掃除 西組 

井 上 
１日（日）   

８：００～ 資源ゴミ分別収集 
１５日（日）   

井 田 上 

８日（日）    ７：００～ 農村公園清掃  大道・西方 

 ９日（祝・月）  ８：００～ 公民館清掃    ５班 

１５日（日）    ８：００～ 資源ゴミ収集  大道・東方  

２５日（水）    ９：３０ さんかく塾  

２９日（日）    ６：００～ クリーク清掃  草刈り隊 

井 田 下 
１５日（日）    ７：３０ 資源ゴミ回収・公民館掃除（１班） 

２９日（日）    ７：００ 古島公園清掃（５班・６班） 

島  田 

 １日（日）    ８：００～ 公民館清掃予定  7班 

１１日（水）    ８：００～ 公民館花壇等の草取り 

１５日（日）    ７：３０～ 資源ゴミ収集日 ５・６班 

 

 

 

 

８ 月 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

２９ ３０ ３１     

 

古島校区コミュニティ協議会 
広  報      は ん ぎ り １２４号 

～いきいきと住みよい社会にするために、共に支えあい自主活動する協働のまちづくり～ 

令和３年 ８月 １日発行  
事務所からのお知らせ 

住所 〒833-0035  筑後市古島１９５－１ 

電話/FAX  0942-53-7656 

メールアドレス kojimacomi1@space.ocn.ne.jp 

開所時間 ９：３０～１７：３０ 日・祝日・木曜日休み 

□この日は、お休みです。８日（日）～１５日（日）祝日・閉所日・お盆休み等で、 

お休みが長くなっております。大変ご迷惑をおかけいたします。 
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古島農村公園 

 

今年の５月に農村公園で数人の方が、大きなテントを張りバーベキューをされていたそう

です。気候が良くて、バーベキューをして仲間と楽しく過ごしたい！という気持ちはすごく

わかりますが、緊急事態宣言が出されていた時期でしたし、そもそも農村公園は火を使うこ

とが禁止されています。今回、筑後市役所の方が注 

意をされたそうです。 

7月 11日（日）に改めて火を使えない注意書きの 

看板が設置されました。昨年、幼児向けの新しい遊 

具が設置され、子どもたちが走り回って遊んだり、 

ボール遊びをする姿が増えてきました。みんなが 

楽しく遊べるようにマナーを守りましょう。 

  

つぶやき   「小さな命」 

 少し前、自宅近くで野良猫の親子を見かけるようになった。今まであまり動物に興味のなかった子

ども達も、子猫のかわいさにどんどん気になっていった。「ある時から見なくなって、少し寂しそうに

しているんだ」とたまたま友達に話したところ、「今、ちょうど保護猫団体が猫の捕獲に来ているから

見に来たら！」と誘われて行った。そのことがきっかけで、筑後市でもこんなにたくさんの野良猫が確

保され、里親を待っているという事実を知った。 

小さな命に真摯に向き合い、『殺処分ゼロ』を目指して活動されている姿勢に、 

我が家も微力ながら協力できればと思い、今子猫を迎える準備をしている。 

こういう猫たちがたくさんいるという事実を知っていただき、ペットを飼いた 

いと思われる方は、ぜひ、保護猫の里親も検討いただき、少しでも多くの猫が 

幸せにくらせるといいなと思う。         （筑後のクロネコ） 

 

警    告  ◎ 禁止事項 ◎ 
・ 花火やバーベキュー等 
火気を使用する行為 

その他、他人の迷惑になる行為は禁止します 
見つけ次第、警察へ通報します 
管理者  筑後市 

mailto:kojimacomi1@space.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 

井田下行政区の花壇 

 

 前回「芝桜」のきれいな花壇を紹介しましたが、今回も花壇に咲いた花が綺麗なので、また

紹介しちゃいます。井田下の公民館を中心に、道路沿いの花壇が季節ごとに楽しませてくれま

す。他の行政区の皆さんも自慢の花壇を是非紹介させてください。もちろん個人宅の花壇でも

ＯKです。取材に伺わせていただきます。              （広報委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修へ行ってきました 

～地域コミュニティ活性化市町村担当職員研修～ 

 

7月１６日吉塚合同庁舎にて、福岡県企画「市町村職員及び地域活動従事者の方」を対象

に、地域コミュニティの活性化に取り組む上で必要な知識やノウハウの習得を目的とした

研修会が開催されました。講師は「With Labo 代表 貞清 潔」氏。地域に関わる企画づ

くりのコーディネートや研修会を行っていらっしゃる方で、自治体のコミュニティに関連

した運営支援や計画策定業務、審議会の委員等の経験も数多くあり、自治体の施策に携わ

っていらっしゃるそうです。平成 19年度から福岡市共創による地域づくりアドバイザー、

平成 23年度からは福岡県まちづくり専門家、令和２年度からは福岡県安全・安心まちづく

りアドバイザーとしても活動されています。 

研修内容は「地域コミュニティのこれからを考えよう」一人ひとりが自分のまちの地

域コミュニティを見つめなおし、他のまちの地域コミュニティを知り、互いに地域コミュ

ニティのこれからについて考え、参加者同士が知り合う機会と今後の取組みのヒントを得

ようというものでした。「コミュニティ」について講義をうけ、その後「ワールドカフェ」

形式で意見交換を行いました。意見交換では、市役所の職員の方、自治会長の方、公民館

長の方などと、自己紹介をして、困っている事や悩んでいる事などを出し合いました。ほ

とんどの地域が「担い手がいない」「役員が高齢化」「参加する人は同じ」「コロナで地域活

動ができない」「若い人の参加や関心がないのかなぁ」など意見が出ました。どこの地域も

同じような状況なのかなぁという印象でした。そんな中で、「関心がないのではなく、参加

するきっかけを待っている人もいる」と言われたことがとても印象的でした。 

「知ってもらう事」「関心を持ってもらう事」興味や関心から「参加・参画」してもら

う、そして「地域づくりのパートナー、担い手」になってもらえたら・・・。地域の方は

もちろん、生活コーデネーターの方などほかの団体の方、地域づくりに携われ方々とコミ

ュニケーションをとって、自分の事として地域づくりを楽しめたら・・・。すぐには、結

果は出ませんが 5年、10年と地域の未来を考え活動できたらいいなと思いました。今回は

第 1回目「初任者向けの研修会」でしたが、第２回及び第３回はテーマ別の研修会を予定

されているので、また参加をしたいと思います。   （古島校区地域支援員 今村） 

 

 

 

 

 

 

 

≪ 駐在所だより ≫  ～ 馬間田駐在所だより ～ 

【水難事故に気を付けよう！！】 

 昨年は筑後警察署管内で、小学生の兄弟がクリークで溺れ、命を落とす事故が発生しています。同じよう

な水難事故の発生を未然に防ぐために以下のことを守りましょう 

★ 気象情報の確認 

  気象情報を事前に確認し、風雨や波の注意報や警報が出ていないか確認しましょう 

★ 健康管理 

  体調が悪いときや、お酒を飲んだ時などは、海や川に入らないようにしましょう 

★ 遊泳時の安全確保 

  危険区域や遊泳禁止区域では遊泳せず、遊泳できる場所でも、水深、水流を考慮し、安全な方法で遊泳

しましょう 

  海では、岸に近いところでも、沖へ流れるとても速い潮の流れ（離岸流）があったり、川では、地形に

よって川底に深みがあったりするため、急に流されたりする危険があります 

★ 保護者の付き添い 

  河川やクリーク等では、保護者等が付き添い、絶対に目を離さないようにしましょう 

★ 危険箇所に立ち寄らない 

  フェンスやガードレールを超えて危険箇所に入らないようにしましょう 

 

【 事件・事故の発生状況 】  

★ 事件・・・・０件 

★ 事故・・・・２件（人身事故１件 物件事故１件）※ ５月２１日～６月２０日の間 

筑後警察署管内では、わき見運転による追突事故や、交差点内での事故が多く発生しています。 

交通事故はいつどこで起こるかわかりません。「かもしれない運転」を心掛けるよう宜しくお願いします。 

 

 


